
計画コーディネート支援

旧施設

中心市街地
（認定基本計画）

移転 駐車場

新施設

空きビル

多目的広場

関連空間整備
（駐車場、緑化施設等）

暮らし・にぎわい再生事業計画

賑わい空間施設整備
多目的広場等の公開空地の整備に

 

対し、補助

〔整備イメージ〕

都市機能まちなか立地支援
公共公益施設の整備に対し、補助

（エレベーター・駐

 

車場等の共同施設

 

整備費、賑わい交

 

流施設の整備費に

 

補助）

空きビル再生支援
空きビル等の公共公益施設・集客施設への改

 

修に対し、補助

（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

（改修工事費、共同施

 

設整備費、賑わい交

 

流施設の整備費に補

 

助）

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受け

 た地区について、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支

 援することにより、まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図る。

◇暮らし・にぎわい再生事業
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